
　

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年８月２日

【会社名】 昭和ホールディングス株式会社

【英訳名】 Showa Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　此下　竜矢

【本店の所在の場所】 千葉県柏市十余二348番地

【電話番号】 04-7131-0181(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役最高執行責任者兼最高財務責任者　庄司　友彦

【最寄りの連絡場所】 千葉県柏市十余二348番地

【電話番号】 04-7131-0181(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役最高執行責任者兼最高財務責任者　庄司　友彦

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権付社債及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 (第１回無担保転換社債型新株予約権付社債)

その他の者に対する割当 84,000,000円
 

(第12回新株予約権証券)

その他の者に対する割当 5,823,363円
 

新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額の合計額を合算した金額

 498,569,463円
 

(注)　新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新

株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した

新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の

総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計

額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年７月31日付け提出の有価証券届出書の記載事項に関しまして一部誤りがありましたため、本有価証券届出

書の訂正届出書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

　第三部　追完情報

　　１．事業等のリスクについて

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第三部 【追完情報】

 

（訂正前）

１．事業等のリスクについて

（中略）

事業等のリスク

１．タイ証券取引委員会(以下「タイＳＥＣ」という。)から公表された事項等について

（中略）

ＧＬでは、ＧＬＨ融資取引について、特別監査を実施する独立的な第三者の監査法人を選任し、当該取引につい

て意見を求めることともしており、Mazars LLPを特別監査人に選任しております。

また、当社では、ＧＬＨ融資取引の実態、取引の適正性を調査するため、平成29年11月17日に、第三者委員会を

設置することを決議し、第三者委員会の調査に全面的に協力してまいりました。

平成29年12月12日に、第三者委員会の中間報告書を受領しましたが、タイＳＥＣの指摘の根拠を特定するには至

りませんでした。

当社グループといたしましては、引き続き、タイＳＥＣやタイＤＳＩに対し、当社グループの正当性を主張しつ

つ、タイＤＳＩの捜査に全面的に協力してまいります。

なお、捜査の動向次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。

（以下省略）

 

 

（訂正後）

１．事業等のリスクについて

（中略）

事業等のリスク

１．タイ証券取引委員会(以下「タイＳＥＣ」という。)から公表された事項等について

 （中略）

　ＧＬでは、ＧＬＨ融資取引について、特別監査を実施する独立的な第三者の監査法人を選任し、当該取引につい

て意見を求めることともしており、Mazars LLPを特別監査人に選任しております。

　Mazars LLPによる特別監査は、2018年７月27日に監査項目及び事実報告が含まれた最終レポートをＧＬが受け取

りました。特別監査の項目は、以下のとおりです。

1. 対象となる貸付金取引について、社内関連書類を確認し、その有効性、権利及び義務を検証する

2. 対象となる貸付金の債務者の状況や背景を確認し、関連当事者間取引に該当するかを検証する

3. 上記2点について、シンガポールにいる当社リーガルアドバイザーによる法的見解を検証する

Mazars LLPの報告書によると、2015年度、2016年度、2017年度において上記監査項目を実施した結果、いずれの

債務者においてもＧＬの所有もしくは支配下にあったとする証拠は見つからなかったとのことです。

　また、当社では、ＧＬＨ融資取引の実態、取引の適正性を調査するため、平成29年11月17日に、第三者委員会を

設置することを決議し、第三者委員会の調査に全面的に協力してまいりました。

　平成29年12月12日に、第三者委員会の中間報告書を受領しましたが、タイＳＥＣの指摘の根拠を特定するには至

りませんでした。

　当社グループといたしましては、引き続き、タイＳＥＣやタイＤＳＩに対し、当社グループの正当性を主張しつ

つ、タイＤＳＩの捜査に全面的に協力してまいります。

なお、捜査の動向次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。

   （以下省略）　
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